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平成２９年５月定例教育委員会会議録 

 日   時  平成２９年５月２４日（水） 午後１時３０分～午後４時００分 

 場   所  秦野市役所教育庁舎３階大会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙槗 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 片山 惠一  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 山口  均 

教 育 部 参 事 福島 正敏 

教育総務課長 宇佐美 高明 

学校教育課長 遠藤 秀男 

教育指導課長兼 

教育研究所長 佐藤 直樹 

 

生涯学習文化振興課長 佐藤 正男 

図 書 館 館 長 田中 和也 

教育総務課課長代理 守屋 紀子 

教育総務課主査 杉澤 雅代 

 傍聴者  ２名 

 会議次第 

５月定例教育委員会会議 

 

日 時 平成２９年５月２４日（水） 

午後１時３０分       

場 所 秦野市役所教育庁舎３階大会議室  

 

次     第 

１ 開  会 

２ 会議録の承認 

３ 教育長報告及び提案 

（1） 平成２９年６月の開催行事等について              

（2） 臨時代理の報告について 

ア 報告第２４号 市立小中学校教職員の人事上の措置について 

（3） 子ども等に関する事案について                 

（4） 平成２８年度一般財団法人秦野市学校保全公社の経営状況につい  

  て 

（5） 平成２９年度園児、児童、生徒及び学級数について 

（6） 平成２８年度幼稚園型一時預かり事業について          

（7） 第１回いじめを考える児童生徒委員会について          

（8） 教科書展示会について                     



 2 

（9） 教育研究所研究部会について                  

（10） 第１回青空レクチャー「菩提横手遺跡見学会」について 

（11） 第３０回夕暮祭短歌大会について                

４ 議  案 

（1） 第２回市議会定例会提出議案について 

  ア 議案第１２号 補正予算について 

  イ 議案第１３号 専決処分の承認について 

（2） 議案第１４号 秦野市学校運営協議会設置校の指定について 

(3)  議案第１５号 秦野市立堀川小学校学校運営協議会委員の任命に 

ついて 

（4） 議案第１６号 平成３０年度に秦野市立小学校及び中学校で使用 

する教科用図書の採択方針について 

（5） 議案第１７号 秦野市社会教育委員の委嘱について 

（6） 議案第１８号 秦野市公共施設使用料の適正化に係る関係条例の

整備に関する条例制定に係る意見について 

５ 協議事項 

（1） 平成２９年度教育委員会教育行政点検・評価について 

６ その他 

（1） みなみがおか幼稚園のこども園化に係る運営法人の再募集につい  

  て 

（2） 西中学校多機能型体育館の整備について 

７ 閉  会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長 それでは、ただいまから５月の定例教育委員会会議を開催いた

します。お手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず、「会議録の承認」について、御意見、御質問等がござい

ましたらお願いいたします。 

 ―特になし― 

望月委員長 よろしいですか。 

なお、御意見、御質問がある場合には、会議終了後、事務局に

申し出てください。 

それでは、ないようですので、会議録を承認いたします。 

次に、３「教育長報告及び提案」の（２）臨時代理の報告につ

いて、ア、報告第２４号「市立小中学校教職員の人事上の措置に

ついて」及び（３）子ども等に関する事案については、個人情報

等が含まれているため、秘密会での報告としてよろしいでしょう

か。 
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 ―異議なし― 

望月委員長 よって、３（２）ア、３（３）は秘密会といたします。 

それでは、次第３「教育長報告及び提案」について、お願いい

たします。 

教育長 よろしくお願いいたします。資料の№１を御覧いただきたいと

思います。「平成２９年６月の開催行事等」でございます。 

まず、６月３日土曜日ですが、午前中、歯科医師会の協力によ

りますフッ化物塗布事業、今回は総合体育館サブアリーナで行い

ます。 

６月５日月曜日、第１回社会教育委員会議、今回は委員の改選

での第１回目ということになります。 

６月６日は、防災訓練の引き取り訓練を各学校で行います。 

６月８日から２８日まで、平成２９年市議会の第２回定例会で

ございます。今のところ、６月１５日が文教福祉常任委員会、そ

れから、２０日から２２日が一般質問でございます。 

６月１０日土曜日、第１回青空レクチャー菩提横手遺跡見学

会。これは、新東名の建設に伴います調査が行われますが、その

見学会を行います。 

同じく１０日の午前１０時から１５時半までということです

が、わらび座のミュージカル「ＫＩＮＪＩＲＯ」の公演がござい

ます。 

１１日日曜日、第２回いじめを考える児童生徒委員会。今回

は、この教育庁舎３階大会議室で行います。 

１３日と２７日は例月のブックスタート事業でございます。 

次のページを御覧ください。 

６月１６日から７月５日まで、教科書展示会ということで、教

育庁舎３階の小会議室を使って展示会がございます。 

１７日土曜日他ですが、第４３回文化振興大会があります。文

化団体協議会加盟の団体の活動成果の発表です。 

１７日土曜日、堀川小学校の学校運営協議会第１回の協議会が

ございます。 

６月２０日火曜日、第１回新採用教員研修会を教育庁舎３階の

大会議室で行います。 

６月２２日、Ｐ連の会員研修会を予定しております。文化会館

の小ホールほかです。 

６月２４日、第３０回夕暮祭短歌大会の表彰式と講演会を図書

館視聴覚室で行います。 

６月２５日日曜日、市婦連の体育のつどい、今回は会場が末広
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小学校体育館で行います。 

２６日月曜日、園・学校教育訪問、上幼稚園と小学校に伺いま

す。 

２７日が６月定例教育委員会会議を予定しております。 

２９日も園・学校訪問で、堀川小学校です。 

３０日は、同じく園・学校教育訪問、西幼稚園を予定しており

ます。 

私からは以上で、この後は課長から説明いたします。よろしく

お願いいたします。 

 生涯学習 

  文化振興課長 

今、教育長にお話しいただいた６月１０日の文化会館事業協会

のミュージカル公演の開催時間が１０時からとなっていますが、

これは午後３時から５時までになりますので、訂正をよろしくお

願いいたします。 

望月委員長 他にありますか。 

―特になし― 

望月委員長 

  

教育総務課長 

それでは、３「教育長報告及び提案」の（４）に入ります。説

明をお願いします。 

「平成２８年度一般財団法人秦野市学校保全公社の経営状況に

ついて」の報告をさせていただきたいと思います。お手元の資料

４を御用意ください。こちらは、平成２９年度の事業計画書・予

算書、それから平成２８年度事業報告書及び決算報告書でござい

ます。 

これにつきましては、平成２４年までは学校建設公社という名

前で、その後につきましては、公益法人の制度改革がございまし

たので平成２５年度からは学校保全公社ということで、平成２４

年度までに小・中・幼の改修工事を行うときに借り入れをしまし

た改修資金の返済を行うということで、この公社で実施している

ものでございます。 

それでは、資料４の３ページをお開きいただきたいと思いま

す。こちらは、平成２９年度の事業計画でございます。 

２に事業計画がございます。小・中・幼の教育環境の向上に向

けた調査研究を行うというのが、この公社の目的の一つでござい

ます。また、メインはこちらになりますけれども、（２）になり

ますが、改修事業に伴う償還事業ということで、この２点をこの

公社では実施しております。 

その下に表がございます。３ページ目から次のページ、４ペー

ジにかけて平成２９年度の返済の対象事業となっております。そ

れから、この表の一番右側に負担金額ということで金額が書いて
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ございまして、４ページの表の一番下になります 

１億６，０９３万３，０００円、これを平成２９年度は上半期と

下半期の２回に分けまして借り入れをしました金融機関に返済し

ていく形になっております。 

次に、ページをおめくりいただきまして、７ページになりま

す。収支予算書ということで書いてございますけれども、収支予

算につきましては１枚おめくりいただきまして９ページ目、補足

説明資料がございますので、そちらで説明させていただきます。 

まず、Ⅰ、事業活動収支の部の１、事業活動収入の中の（２）

にございますア、負担金収入になります。こちら１億６，０８３

万３，０００円につきまして、市から負担金収入という形でいた

だきまして、公社といたしましては、その下の大きな２つ目、事

業活動支出の（１）の一番下にございます、キ、支払利息支出が

ございます。そちらの４８７万５，０００円とⅡ、財務活動収支

の部の２の（１）のイに長期借入金返済支出１億５，６０５万

８，０００円というところがございます。この２つについて返済

をしていく形になっております。 

その他、予算につきましては、先ほど申し上げました調査研究

とか、あるいは返済にかかわります事務費を計上させていただい

ている状況でございます。 

それから、１９ページをお開きいただければと思います。こち

らは、平成２８年度の事業報告書でございます。 

平成２８年度につきましては、先ほど最初に申し上げました施

設の改修に充てました、その際に借りました借入金の元金と利息

につきまして、事業の状況のところに数字が書いてございますけ

れども、１億６，２３９万６，６５６円を平成２８年度は金融機

関に返済させていただいたという形になります。 

それ以外で事業といたしましては、学校改修に係ります講習会

に参加させていただいたということでございます。 

続きまして、２５ページをお開きいただけますでしょうか。こ

ちらが平成２８年度の収支計算書になります。 

まず、収入の部になりますけれども、こちらは決算額の欄を見

ていただければと思います。先ほどと同じようになりますけれど

も、Ⅰ、事業活動収支の部の１、事業活動収入の（２）のア、負

担金収入ということで、平成２８年度は 

１億６，２２９万６，６５６円を市から負担金としていただきま

した。この収入につきまして、２の事業活動支出の（１）のカ、

支払利息支出になりますけれども、そちらの 
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６３４万５，４３２円と、２の財務活動支出の（１）のイに長期

借入金返済支出というところがございます。こちらの 

１億５，６０５万１，２２４円の、合計で、先ほど申しました 

１億６，２３９万６，６５６円について平成２８年度は返済をし

たという形になります。 

そして、この表の一番下にございます次期繰越収支差額の決算

額９７万３，８９８円が翌年度の繰越金になったという形になり

ます。 

続きまして、３３ページをお開きいただければと思います。こ

ちらは、この保全公社の貸借対照表になります。これが今の資産

ということで、やはり企業会計ですので、負債も資産の一部とい

う形になります。 

まず、Ⅰ、資産の部の１、流動資産の（１）現金預金につきま

しては９７万３，８９８円ございます。それと、その下になりま

す２、固定資産のア、定期預金が５００万円ほどございます。そ

れから、もう一つ下がっていただきまして、（２）その他の固定

資産というところがございまして、そこにア、未収負担金がござ

います。こちらが６億２，５０１万９，４３６円という形で、こ

れが公社としてまだ返済が済んでいない額となります。こちらの

今申し上げた６億２，５０１万余円が今後、１０年間で一応お借

りしていますので、残り今後５年間でこれを順次返済していく形

になります。 

只今御報告させていただきました、平成２９年度の予算書と平

成２８年度の決算書につきましては、先ほど教育長からもお話が

ございましたけれども、市が２分の１以上出資している法人とい

う形になりますので、こちらの経営状況の報告が地方自治法に定

められておりますので、６月の定例市議会に御報告をするという

形になっております。 

以上が（４）の学校保全公社の経営状況についてです。 

続きまして、（５）になります。「平成２９年度園児、児童、

生徒及び学級数について」を御説明したいと思いますけれども、

私からは、幼稚園についての園児数、学級数について御報告させ

ていただきます。資料５を御用意ください。 

４月の定例教育委員会の会議には４月１０日現在の園児数等を

御報告させていただきましたけれども、本日は、確定いたしまし

た５月１日現在の市立幼稚園９園、こども園５園の園児数につき

まして、御報告させていただきたいと思います。 

幼稚園、こども園全体の園児数につきましては、前年度よりも
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９３人減少いたしまして１，１２６人となってございます。市内

におります４歳、５歳の幼児は２，５２１人おりますので、就園

率につきましては４４．７％、平成２８年度が４７．１％でござ

いましたので、２．４ポイントほど減少したという形になってお

ります。 

学級数につきましては、幼稚園で１学級増えておりますけれど

も、こども園で２学級減っているという形になっております。 

次に、表１といたしまして市立幼稚園９園の園児数が記載して

ございます。真ん中にございます平成２９年度の合計欄を見てい

ただければと思いますけれども、平成２９年度の園児数は７７６

人となっておりまして、前年の平成２８年度に比べますと６８人

の減という形になっております。 

右側に増減の内訳がございますけれども、１０人以上減ってい

るところと申しますと、南、東、大根、みなみがおか、ほりかわ

の各幼稚園で、逆に１０人以上増えているところが西幼稚園１園

ございました。 

それから、２つ目でございます。こども園５園につきまして御

報告いたします。こちらが幼稚園部分の１号認定の人数という形

になります。この表の平成２９年度の下に合計がございますけれ

ども、平成２９年度は３５０人、前年度と比較しますと２５人の

減という形になっております。 

それから、裏面を見ていただければと思います。こちらが各園

別の学級数、園児数になってございます。左側が平成２８年度、

右側が平成２９年度ということでございます。網かけになってい

るところは、幼稚園、こども園のそれぞれ小計という形になって

おりますので、後ほど御覧いただければと思っております。 

また、統合加配の対象となっている園児につきましては、幼稚

園、こども園合わせまして、平成２９年度は、下の方にございま

すけれども、７４名という形で、昨年度に比べますと１９名減少

しているという形になっております。 

なお、１件訂正がございまして、こども園の統合加配の対象と

なる園児の数ですけれども、今回１８名という形で報告が上がっ

ておりまして、４月の報告では２３名となっていましたが、こち

らの１８名が４月も正しいという形になりますので、この御報告

をもちまして、４月の人数も１８名に訂正させていただければと

思っております。 

園児数につきましては、私からは以上でございます。 

 学校教育課長 では、引き続きまして同じ資料５の２枚目を御覧ください。国
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に報告いたしました５月１日現在での児童・生徒数、学級数につ

いて御報告させていただきます。 

まず、一番上の普通学級、平成２９年度の欄を御覧いただきた

いと思いますけれども、小学校では児童数が７，８９４人、学級

数が２５８、昨年の同期と比べまして１２５人、２学級の減とな

っております。 

同じく中学校では３，９１２人、学級数が１１２ということ

で、人数は差し引き、昨年同期と比べまして８４人、３学級の減

という状況です。 

それから、特別支援学級につきましては、小学校で２９３人、

１７名の増、中学校では１１７名で１６人の増という状況になっ

ております。 

続いて、真ん中の表、外国人の在籍状況ですけれども、同じく

平成２９年度、小学校では１４４名、前年同期と比べて１７名の

減、中学校が９５名で７名の増という形になっております。 

最後に、一番下の表になります。通級学級の状況ですけれど

も、各学級合計で８３名ということで、昨年同期と比べまして２

名の増という結果となりました。 

なお、裏面に学校別の児童・生徒数、学級数を一覧にしてござ

います。これにつきましては、後ほど御確認いただければと思い

ます。 

以上です。 

 教育総務課長 続きまして、私からは（６）の「平成２８年度幼稚園型一時預

かり事業について」、御報告をさせていただきたいと思います。

資料№６を御用意ください。 

幼稚園型の一時預かり事業については、公立幼稚園における子

育て支援の拡充ということで、昨年４月から市の主体事業とし

て、従来の預かり保育の利用日数あるいは利用時間などを拡充し

て実施しているものになります。 

昨年８月の教育委員会のこの会議で、平成２８年度の１学期の

実績をお話しさせていただきましたけれども、今回は平成２８年

度１年間分の実績がまとまったということで御報告をさせていた

だくものでございます。 

年間の利用状況につきましては、前年度と比較しまして、利用

者数につきましては２倍に増加しております。しかし、一方で延

べの利用日数につきましては、平成２７年度と比較しますと 

２．３％ほど減になっているという形になります。平成２８年度

につきましては、在園児の約４割のお子様が、預かり保育を利用
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しているという状況になっていると考えられます。 

それから、１人当たりの月平均利用日数につきましては、平成

２７年度は７．５日という数字が出ておりますけれども、平成 

２８年度につきましては３．６日という形の数字が出ておりま

す。 

この利用者が２倍になっている中で延べ利用日数が伸びていな

い状況になっているわけですけれども、これは、１人当たりの１

か月の利用する日数が少なくなっているということだと思ってお

りますが、その要因については、今後もう少し調べていきたいと

思っているところでございます。ただ、その要因の一つとしまし

ては、聞くところによりますと、平成２７年度までは、この一時

預かり事業ですけれども、保護者自らが自主運営をしているとい

う形の中で、皆さんがある程度の日数を利用しないと、その事業

自体がなくなってしまうのではないかという危機感の中で、なる

べく多くの日数を使っていたというような話を聞いております。

平成２８年度からは市が主体的に運営するようになりましたの

で、運営的な心配がなくなったという中で、本当に利用したいと

思うときに気軽に利用できるようになったという形で事業は実施

できたわけですけれども、本当に利用したいときだけ使ったとい

うことで、実際、延べの人数が若干減ったのではないかと言える

ところもございます。 

いずれにしましても、保護者からは、一時預かり事業は気軽に

使えるので大変ありがたい事業であるというような意見はいただ

いているところでございます。 

以上でございます。 

 教育指導課長 教育指導課、教育研究所からは、（７）から（９）まで報告さ

せていただきます。 

まず、資料№７、５月７日に開催されました「第１回いじめを

考える児童生徒委員会」の報告でございます。 

今年度の活動内容につきましては、昨年作成いたしましたＳＯ

Ｓカードの作成、それから新たにビデオメッセージ等の作成を考

えてございます。特にＳＯＳカードにつきましては、本市のいじ

め問題対策調査委員会の中でも活用方法につきまして様々な御意

見をいただいております。今年度も重大事案の発生率の高い長期

休業後の未然防止に役立てていこうという方針で動いてございま

す。この日は第１回ということで、資料にありますとおり、内田

教育長より委嘱状を各委員に渡していただきました。どの委員も

大変緊張した面持ちで、真剣な様子でした。 
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また、今年度もふれあいタイムという時間帯で、西中学校の生

徒会が中心になりましてピアサポート活動の成果の一つとして、

ふれあいタイムという場面で全体をリードしていただきました。

裏面にその活動の一端の写真を掲載してございます。ぜひ御覧く

ださい。リーダー育成というのは未然防止という観点でも大変大

切な取組だなと感じております。 

最後に、第２回は、先ほど教育長からもお話がありましたが、

６月１１日の日曜日を予定しております。この第２回では、今年

度、具体的なメッセージの発信方法について、タブレットを活用

した動画作成を行う予定で考えております。広報課から日本映画

大学の学生さんのボランティアによる連携ということもお話をい

ただいておりますので、また新たな企画で臨んでまいりたいと思

っています。 

続きまして、資料№８です。「教科書展示会について」です。 

趣旨につきましては、資料にありますとおり、採択関係者の調

査研究、そして、教科書に対する一般の関心に応えるため設けら

れた制度ということで、翌年度発行を予定する教科書見本を展示

するということでございます。日時に関しましては、６月１６日

から７月５日、会場は、昨年度から中地区教科書センター秦野分

館という位置付けで、教育庁舎の２階で開催いたしております。 

４番の展示内容ですが、５のその他のところにございますけれ

ども、説明いたしました法定展示会の他にも、同じく図書館２階

に教科書閲覧コーナー常設してございます。委員の皆様にも御足

労いただければと思っております。 

なお、道徳の教科書につきましては、採択の年になりますの

で、採択予定の教科書も展示しておりますので、御承知おきくだ

さい。 

続きまして、資料№９になります。教育研究所の調査研究とい

うことで、本年度の調査、教育研究所の開催する部会につきまし

て、資料とさせていただいております。 

５月１日の３時から、第１回の研究会に合わせて委嘱式を行って

おります。 

なお、研究部会及び研究員につきましては、３つの部会という

構成で考えておりまして、１つ目は幼・小・中一貫体力向上研究

部会。こちらは２年計画の２年目ということで、毎年行っており

ます全国体力・運動能力調査の結果で浮き彫りになっております

秦野市の課題を解決するための方策について話し合いを進めてお

ります。東海大学の内田先生にもご助言をいただきながら、各校
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で取り組むサーキットトレーニングのメニュー、こういった形を

研究していただいています。今年は５月３１日に秦野市でチャレ

ンジデー、運動機会を定着させよう、運動習慣を定着させようと

いう試みもございますので、こういった活動も関連付けながら対

応してまいりたいと考えております。 

続きまして、２番目の幼小中一貫外国語教育推進研究部会でご

ざいます。こちらは、現時点では１年ずつの区切りとして考えて

おりましたが、継続的な部会運営も視野に入れながら立ち上げて

おります。皆様御存じのとおり、平成３２年度から外国語活動の

充実といったものが求められております。現在、本市では様々な

外国語活動関係事業を行っておりますが、こうした事業は、他の

市町からも大変注目されています。上智短大の学生さんによるイ

ングリッシュフレンド、東海大学の御支援によるインターナショ

ナルフェスティバル、こういった活動が、英語を通して人と交流

できる喜びといった楽しみを提供しているという実績もございま

す。 

また、担当指導主事がこれまで見学しました小学校の先生方の

授業につきましても、試行錯誤を重ねながら、どの教室も活気に

あふれて、引き込まれるものばかりだったという報告も受けてお

ります。これら既存の資源にさらなる磨きをかけるべく、先生方

の個性を生かした授業づくりの支援を目的としまして、この部会

を運営していく予定でございます。 

裏面に入っていただきまして、学校ＩＣＴ推進研究部会でござ

います。昨年度までもございましたが、研究をさらに深化させ

て、若い研究部員の皆さんを中心に再編成してございます。タブ

レットを活用した授業改善を狙いとして研究を進めてまいりま

す。 

昨年同様、この３つの研究部会を各学校の教育活動、それから

教育指導課、教育研究所の各種事業と有機的に連携させて成果を

高めていきたいと考えております。 

なお、研究員の皆様の一覧につきましては、御覧いただければ

と思っております。 

以上でございます。 

 生涯学習 

  文化振興課長 

それでは、資料１０の青空レクチャーについて御説明いたしま

すが、その前に資料の訂正について２点ございます。最初に、提

出課が「生涯学習課」となっておりますが、４月から「生涯学習

文化振興課」になっているので、ここの訂正をよろしくお願いし

ます。 



 12 

もう１点、３番に内容という形でございますが、（１）かなが

わ考古学財団による対応の中でミニ講座の開催が記載されており

ますが、テーマが「蓑毛小林遺跡の石器製作址～石器の作り方

～」となっておりますが、これは誤りで「桜土手と菩提の時代～

古墳時代の秦野盆地～」に訂正をお願いいたします。申し訳ござ

いません。 

それでは、内容について御説明いたします。 

この青空レクチャーは、文化財への市民意識を高めるために、

市内遺跡の発掘調査現場の見学会を開催するもので、昨年度は新

東名高速道路建設事業に伴い、発掘調査を実施いたしました柳川

竹上遺跡で２回、現在も調査中の横野山王原遺跡と蓑毛小林遺跡

で各１回の合計４回の見学会を行いまして、全体で９４４人の参

加を得ております。 

今年度第１回目となる今回は、北地区で調査を行っています菩

提横手遺跡の見学会で、ネクスコ中日本から調査委託をされてお

りますかながわ考古学財団と共催いたしまして、資料にあるとお

り、６月１０日土曜日、午前、午後の２回にわたって開催いたし

ます。この遺跡からは、古墳時代後期の円墳３基が非常に良好な

状態で確認されておりまして、このように複数の古墳が同時に発

掘されるのは、桜土手古墳群の発掘以来となっております。 

参加については申し込み不要で、現地集合となっております。

資料の裏面に、発掘調査現場の案内図を記載してございますの

で、後ほど御覧いただきたいと思います。当日は発掘現場、それ

から出土遺物の見学、また、先ほど訂正いたしましたミニ講座の

開催、そして、桜土手古墳群など、市内古墳からの出土遺物の展

示も行ってまいります。 

資料の説明は以上でございますが、１点、前回の会議で御案内

いたしました桜土手古墳展示館の春季特別展を６月３０日まで、

「昭和の秦野の暮らしと道具展」という形で開催しております。

望月教育委員長にも先般見学していただきましたけれども、昨日

までの来場者数が７，５００人、１日平均１５０人という来場を

得ています。この手の展示では非常に多い入場者数ということを

御報告させていただきまして、私からの説明は以上でございま

す。 

 図書館長 それでは、図書館から、「第３０回夕暮祭短歌大会」について

の報告でございます。資料１１を御覧いただきたいと思います。

今回は途中経過の報告になります。 

資料の３番目、応募・参加者状況、ここの一番上の行ですが、
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第３０回（平成２９年度）、応募数が４５９首でございました。

前年度に比べ１５８首の増加となっております。５月５日に選者

会議を開催いたしまして、２名の選者の方に入賞作品を選んでい

ただきました。市長賞など５賞と佳作２０首が決まりました。 

資料の２に記載のとおり、６月２４日、午後１時半から図書館

の視聴覚室におきまして、夕暮祭短歌大会を開催する予定でござ

います。現在、入賞者への入賞の通知と短歌大会開催の案内を行

っているところでございます。 

以上です。 

 教育指導課長 すみません、先ほど私の報告の中で１点誤りがございましたの

で、訂正させていただきます。 

資料№８の教科書展示会の説明につきまして、会場の中地区教

科書センター秦野分館を「教育庁舎２階」と説明いたしました

が、この資料のとおり「３階」でございますので、訂正させてい

ただきます。 

失礼いたしました。 

望月委員長 ありがとうございました。 

それでは、教育長報告及び提案につきましては、（１）から

（１１）まであるわけですが、２つに区切りたいと思います。

（１）から（６）まで、御質問、御意見がありましたらお願いい

たします。 

片山委員 ちょっと教えていただきたいのですが、資料４の３ページを見

ていただいて、事業計画の２番がメインだというのはわかるので

すが、１番に調査研究に関することが書いてあって、１９ページ

に、平成２８年度の事業報告の中に学校改修事業、平成２８年度

も多分同じ目標があったと思うので、またというところはあると

思うのですけれども、これは何の講習会に出席されて、どのよう

なことがあったのかを教えていただきたい。何か、これは何もお

金がかかっていない講習会なのかなという気がして。 

 教育部長 この講習会は、この後、その他で報告もあるのですが、西中学

校の多機能型体育館を建てるに当たって、議員さん等から、木造

の施設を検討したらどうかというお話がありまして、タイミング

よく、文部科学省で木造の公共建築物の研修会というものがござ

いましたので、その研修会に参加させていただいたものでござい

ます。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

飯田委員 資料№５のこども園の園児数・学級数ですが、これは１号認定

の人数だけということで、あとの２号認定、３号認定について
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は、市長部局が管理するという考え方ですか。 

 教育総務課長 今お話しいただきましたように、保育こども園課の保育所機能

のほうで把握しておりまして、私どもでは今回、報告にはさせて

いただいていない状況です。 

飯田委員 状況はわからないですか。 

 教育総務課長 そうですね、申し訳ございません、ちょっと今、手持ちに資料

がございません。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

今の園児、児童、生徒及び学級数に関わって、今、全国的にも

子どもの減少があって、統廃合、廃校という問題が生じているわ

けですけれども、参考までに、小学校の児童と中学校の生徒、 

１０年前と、その前の２０年前はどうかということが、もしおわ

かりであれば教えていただきたいと思います。 

 学校教育課長 それでは、まず、平成２９年度の児童・生徒数を１０年前とい

うことで平成１９年度当時と比較しますと、小学校では、これは

普通級、支援級含めてですが７９６名減となっています。中学校

では生徒数３３９名減ということです。また、２０年前というこ

とで、平成９年当時と比較しますと、小学校児童が１，８１５

名、中学校生徒が１，７１６名減という状況でございます。 

望月委員長 ありがとうございました。やはりかなり少ないですね。 

他にどうでしょうか。 

髙槗委員 資料№６の一時預かり事業についてですけれども、利用者数は

倍増しましたね。やはりこれは、保護者の方が必要とされている

から増えたと思うのですが、自主運営から市の事業と変わって、

何か使い勝手が良くなったとか、利用面で変更された点とかはあ

るのでしょうか。 

 教育部長 平成２７年度と２８年度の変更の内容ですけれども、まず一番

大きいのは、昨年度までは園の中で保護者の方が独自で運営して

いたものを、市の事業として実施したというのが大きく変わって

いるところです。それと時間が、従来午後５時までだったものが

６時までになったのが１つ。あと、夏休み期間とか学校の冬休み

の間とか春休みの期間とか、そういった長期休業期間中も、つま

り園で先生が勤務している期間は全部実施する形にしました。園

は休みなのだけれども、春休みとか夏休みの期間は実施する。年

末年始以外はやるような形にしました。 

それと、月曜日から金曜日までフルで実施することです。従来

は保護者からの利用料金だけで運営しているような状況でしたの

で、園によっては、週４日や３日とか、あと夏休みはほとんどや
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らないような状況だったのですけれども、市の運営になりました

ので、たとえ利用者が少なくても、毎日、保育員を配置して受け

入れをできる体制に事業の拡充を図りました。 

人数は前年比で２％ほど減っています。全体の園児の数が５％

ほど減っていますので、利用の延べ日数としてはほぼ前年と同じ

ぐらいなのですね。先ほど総務課長が説明したとおり、今まで

は、自分達で実施しなければならなかったので、運営のため積極

的に預けるようにしている部分があったようですけれども、今度

は市の運営ですので、人数が多い、少ないに関係なくフルタイム

で安定定期に実施されるということで、月の利用回数を少し控え

るということが出たのかなと考えているところです。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

これは、今は全園が同じ料金ですね。１時間の利用料金はどの

ようになっていますか。 

 教育総務課長 通常、幼稚園の時間終了後６時までですと４００円です。あ

と、夏休みなどですと、１日利用すると９００円、午前のみです

と３００円、午後のみだと６００円、という形になっています。 

望月委員長 それでは、（７）から（１１）までに移ります。御質問、御意

見ありますか。 

飯田委員 資料№７のいじめを考えるについてですけれども、一般参加児

童の方が５名となっているのですが、この方々は、この後もずっ

と参加するのか、また、この生徒さん達は、委嘱状は受けていな

いのか、ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

 教育指導課長 この一般参加児童生徒というのは、先ほどちょっと触れました

ふれあいタイムの実施に協力してもらった西中学校の生徒会のメ

ンバーに来ていただいていますが、その方々が最後まで参加して

いただいたということでの５名ということになります。この生徒

には、一般参加ということですので、今回、委嘱状は出してござ

いません。 

望月委員長 保護者３名というのは市Ｐ連の方ですか。 

 教育指導課長 はい。市Ｐ連で毎回注目をいただいておりまして、今回は市Ｐ

連の会長さん、副会長さん、それと情報委員の方で合計３名に参

加していただきました。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

片山委員 資料１１にあります大会ですけれども、これ、今年は応募がす

ごく多かったのですね。２年前も多くて、何か飛び飛びになって

いますね。備考を見る限りこの理由がわからないのですが、この

理由は把握されているのでしょうか。 
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 図書館長 応募につきましては、いろいろなところにお声をかけさせてい

ただいて、チラシを配布して周知したり、毎回、毎年、同じよう

なやり方でやっておるのですが、確かに昨年度よりは今年度増え

て、一昨年もまた多かった時期がありました。今回、昨年度と比

べて募集の中でちょっと新しいことをやったというのは１つある

のですが、歌人の尾上柴舟氏、前田夕暮氏の師匠に当たる方だと

聞いておりますが、その方に縁のある方が集まっている結社、柴

舟会というものがございまして、そちらのほうに直接御案内のチ

ラシを２００枚ほどお送りして、ＰＲに御協力願ったというの

が、違う点となります。 

あと、もう一つ言えば、コンテスト情報サイトというものがネ

ット上に無料であるのですが、去年からそれに情報を掲載させて

いただいているのですが、去年よりも早いタイミングで情報掲載

をしたというようなところが違っております。 

その他は同じような方法でやっておるのですが、こういう結果

になっております。 

以上です。 

片山委員 要するにいろいろなことをやったということ、効果があるよう

なことをやられたということで理解していいですね。 

 図書館長 多少は効果があったのではないかと考えております。 

望月委員長 第３０回、いわゆる平成２９年度が、応募都道府県数を見ると

４２となっていますね。全部トータルすると４７都道府県ありま

すが、文化の面、スポーツの面でも非常に地域の特性があるわけ

ですが、こういった文化面で応募していない県がありましたら、

教えてください。 

 図書館長 応募がなかった都道府県でございますが、５県ございまして、

北のほうから申し上げますと、岩手県、秋田県、それから山陰に

行きまして鳥取県、九州の大分県、それと沖縄県、この５県が、

今年度、応募がなかった県で、ちなみに、昨年度は１４県応募が

なかった県がございまして、そのうち１０県は、今年度は応募が

ございました。大分県については、昨年度は１名だったのです

が、今年度はゼロでした。 

望月委員長 ありがとうございました。 

それから、表彰式ですが、市民が今年度から心配することは、

生涯学習課が市長部局に移ったということです。過日、ある学校

へ行ったら、そのような声を聞いたりしたわけでありますが、表

彰式の賞状を出すのは、教育長が出すのですか。 

 図書館長 従来と同じように教育長から賞状を出すと考えてございます。 
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望月委員長 わかりました。 

私も、生涯学習が市長部局に移ったのですが、教育の部分につ

いては、ぜひ軽視しないでほしいと思います。 

他にどうでしょうか。 

飯田委員 資料№９の研究部会についてですけれども、この写真を見る限

り先生方が若いのですけれども、研究員というのは大体何年目ぐ

らいの先生方ですか。 

 教育指導課長 幼小中一貫の外国語教育推進研究部会、それからＩＣＴ研究部

会の先生方は、大体２年目から１０年目ぐらいの先生が多いで

す。ただ、幼小中一貫体力向上研究部会のほうはベテランの先生

も入っていただくということで、在職３０年近い大ベテランの方

にも入っていただいて対応していただいております。 

以上です。 

望月委員長 ありがとうございます。 

資料№９についてですが、私がちょっとこれで心配したのは、

外国語教育推進研究部会とＩＣＴ推進研究部会の期間が１年です

ね。両方とも今、非常に重要な、教育の今日的な最大の課題であ

るわけですが、これを１年でやるというのは、委員さんが相当大

変だと思うのです。私もかつて何回か研究員をさせていただきま

した。１年で仕上げたものもありましたが、あと１年ぐらい時間

をかけて内容を充実したものにしていくことも非常に大事ではな

いかと思うのです。ですから、もう既に１年と決まってしまった

わけですが、この先生方は相当頑張っていただいて、当面の課題

に応えられるようにしていただければ、教育現場の先生方も助か

るのではないかと思います。 

期間を１年にした理由は何かあるのですか。 

 教育研究所長 先ほどちょっと説明の中にも触れさせていただいたのですが、

１年と区切りを入れておりますが、外国語研究部会につきまして

は、平成３２年度の教科化に向けての動きになりますので、継続

的な運営を考えています。 

それから、ＩＣＴ研究部会につきましては、実は一昨年、昨年

と部会を立ち上げて、事実上３年目になりますので、１年目、２

年目に関しては、校務支援ソフトですとかＩＣＴの研究という形

でやってきたものを、最終年度という考え方で、タブレットを実

際に導入していただきましたので、事業展開という形で、授業支

援という形の内容になっている。そういう形の１年となっていま

す。 

以上です。 
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望月委員長 他にどうでしょうか。 

生涯学習文化振興課長が先ほど話をされました昭和３０年代の

秦野ですから、私も行ってみたのですが、微笑ましいことが幾つ

かありました。親子で来て、一緒に見て、親が子どもにいろいろ

説明していました。私は親が非常にいい表情で説明しているのを

見て、大変微笑ましく思いました。 

「秦野の御出身ですか」と帰り際に聞いたら、いや、他県で

す。今、秦野市に住んでいるので、できるだけ秦野の歴史も知り

たいと思って子どもを連れてきましたということでしたので、展

示の意味というものが達成されているのかなと思いました。これ

はまだ期間があるのですね。 

 生涯学習 

  文化振興課長 

６月末までです。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

片山委員 今の話ですが、私も見せていただいて、非常に面白かったで

す。女房も違う機会に行ったらしいのですけれども非常に良かっ

たと言っていました。 

特に良かったなと思うのは、展示館の外でおばあさん２人が、

中の展示物に関して非常に話されているんです。ずっと聞いてい

たのですけれども。そういうものもあって、非常にいい展示だと

思いました。 

個人的には、他に物があるならば、もっと出して見せていただ

きたいなという思いもありますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 生涯学習 

 文化振興課長 

片山委員さんも来ていただいたということで、ありがとうござ

いました。 

今、お話があったとおり、実は文化財市史担当と一緒になりま

して、資料が非常にございます。今まで、文化財という形で埋蔵

文化財を主体に展示をしていたのですが、これからはちょっと展

示機能を拡充して、秦野の通史、全体の歴史、現代史も含めてや

っていこうという形で努力しています。 

あと、子どものお話があったのですが、実は園長・校長会等で

もお願いしました。市内の小・中学校主体に課外活動という形

で、遠足を兼ねて来ていただいたり、昔の時代を学ぶという形で

やっていただいておりますので、今後もそういう形の事業展開を

していきたいと思います。 

望月委員長 ありがとうございます。 

他にどうでしょうか。 
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―特になし― 

望月委員長 それでは、ここで「教育長報告及び提案について」を終わりま

して、次に入ります。 

４、議案に入りますが、（１）「第２回市議会定例会提出議案

について」、議案第１２号「補正予算について」の説明をお願い

いたします。 

 教育総務課長 それでは、右上に「秦野市教育委員会議案第１２号」と書かれ

ました議案の資料を御用意していただきたいと思います。 

今回お話しさせていただくのは、一般会計教育費の補正予算に

ついてという形になります。こちらにつきましては、この６月か

ら始まります第２回定例会に補正予算として議案を提出するに当

たりまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条

に基づきまして、委員会に意見及び承認を求めるために提案させ

ていただいているものでございます。 

今回の補正予算につきましては、２つの事業を上げさせていた

だいております。１枚目のところに提案理由と書いてございます

けれども、１つ目につきましては、かながわ学びづくり推進事業

費として補正額５０万円を計上させていただいております。こち

らは、神奈川県から委託を受けまして、本町中学校区において、

児童あるいは生徒の学力向上に資する実践研究に取り組むため、

５０万円を補正するものでございまして、財源につきましては、

全額県からの委託金、かながわ学びづくり推進事業委託金という

名称になりますけれども、そちらを充てがっております。 

なお、今回、神奈川県からの内定通知が２月下旬であったため

に、当初予算では上程できずに、補正予算により対応させていた

だくという形のものになります。 

それから、２つ目でございます。２つ目につきましては、小学

校の施設維持管理費で、補正額は５４７万１，０００円を計上さ

せていただくものでございます。こちらは、大根小学校の水道の

水栓がございますけれども、公共下水道もそのメーターを使って

おりますが、そのメーターの公共下水道使用料の賦課漏れが確認

されまして、公共下水道に接続した平成１７年１１月の検針分か

ら本年、平成２９年１月分までの公共下水道使用料を支払うため

に５４７万１，０００円を補正するという形になります。財源は

全額一般財源という形を想定しております。こちらにつきまして

は、上下水道局で、ある市民の方から、水道は使っているのだけ

れども、下水道の使用料が賦課されていないという指摘があり、

一斉に調査をする中で、私どもの大根小学校も見つかったもので
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ございまして、３月下旬に支払いの依頼を受けたものですから、

補正予算により対応させていただくという形になっております。 

以上が補正予算の説明についてでございますので、よろしくお

願いいたします。 

望月委員長 それでは、本件について何か御意見、御質問ございますか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、議案第１２号、補正予算について、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１３号「専決処分の承認について」の説明をお

願いいたします。 

 教育総務課長 続きまして、右上に「議案第１３号」と書かれましたものを御

用意いただければと思います。 

こちらにつきましては、前回の教育委員会の会議で教育長の臨

時代理をさせてもらったということで御報告させていただいたも

のと内容的には同じでございます。提案理由のところがございま

すが、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が、本

年３月３１日に公布され、４月１日から施行されました。この改

正に伴いまして、私どもが持っております秦野市立幼稚園入園料

及び保育料の徴収条例の一部を早急に改正する必要があるため

に、地方自治法第１７９条第１項本文の規定に基づきまして専決

処分を行いました。そして、これにつきまして、第２回定例会

に、地方自治法第１７９条第３項の規定によりまして、議会の承

認を求めるために提出いたしますので、今回こちらを出させてい

ただいたものでございます。 

今回の改正の趣旨につきましては、２枚ほどめくっていただき

ますと、専決処分書のところに理由が書いてございますけれど

も、低所得者あるいは多子世帯の経済的負担の軽減を図るという

ことで、保護者の方の負担の上限をこの施行令の中で特例措置を

拡充してきている、緩和してきているという形になります。具体

的には、年収が３６０万円未満の方のひとり親世帯の第１子の保

育料について、上限が３，０００円までと決められましたので、

私どももそういう形にするものでございます。 

それから、２つ目としましては、市町村民税の均等割額のみが

課税されている方の第２子、２番目のお子さんの保育料につきま

しては無償とするという形で国が示してまいりましたので、私ど

もも無償とするという形になります。 
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この改正によりる影響額になりますけれども、今まで月額 

４，５００円だった人が３，０００円に変わるという人が１人ご

ざいました。あるいは第２子の方で月額１，５００円だった人が

無料になるという形の方が３人おりましたので、合計４人で月

６，０００円の減になると。年間でいきますと、この改正により

まして７万２，０００円ほど収入が減るという形になりますけれ

ども、国からそういう方針が示されましたので、こういう改正を

させていただいたものでございます。 

以上でございます。 

望月委員長 本件について何か御意見、御質問ございますか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、議案第１３号「専決処分の承認について」を原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１４号「秦野市学校運営協議会設置校の指定に

ついて」の説明をお願いいたします。 

 教育指導課長 では、議案第１４号について御審議をお願いいたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の規定に基

づきました学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スクー

ルにつきましてのお願いになります。 

平成２７年１２月に中央教育審議会の答申におきまして、全て

の公立学校がコミュニティ・スクールを目指すべきと述べられて

おりますが、本市におきましては、平成２７年度に秦野市立西中

学校を研究校に指定しまして、昨年度まで研修会の開催や先進地

域の情報収集など円滑な実施に向けて昨年度まで取り組みまし

て、大きな成果を上げてまいりました。その後、堀川小学校が平

成２８年度、昨年度、研究実践を重ねまして、このたび秦野市学

校運営協議会規則第３条第２項に基づきまして、学校運営協議会

の設置の申し出がございましたので、秦野市立堀川小学校を学校

運営協議会設置校として平成２９年６月１日に指定するものとし

て御審議をお願いしたいと考えております。よろしくお願いいた

します。 

望月委員長 それでは、本件について御意見、御質問ございますか。 

飯田委員 今回、秦野市で２校目ですね。ほかの市町村の進み具合という

か、その辺がわかったら教えていただけますか。 

 教育指導課長 近隣の市町の中では秦野市は先進的に取り組んでいると考えて

います。ただ、近隣の市町で申しますと、開成町で取組んでいる
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事例はございますけれども、今回、県では、幼小中一貫教育の連

絡協議会の中に改めてコミュニティ・スクールの会を併設すると

いうことに取り組んでおります。そういった点では、秦野市は県

内でもかなり進んでいると認識してございます。 

望月委員長 昨年の統計ですと、全国に大体３万ちょっとの公立小中学校が

あるのですが、国では約１割を当面目指しているのです。平成２

８年４月現在では約２，８００校ありました。今年度まだ文部科

学省の４月１日の発表はないのですが、３，０００校は優に超え

ているのではないかと思います。その後日本教育新聞が独自で調

査しているのですが、２割増というようなことになっているよう

ですが、近いうちに文部科学省でも正式な発表があると思いま

す。全国的に非常に広がっていると思います。神奈川県では、高

校は平成３１年までに、全部の高校を指定校にする予定です。 

それでは、議案第１４号「秦野市学校運営協議会設置校の指定

について」、原案のとおり可決することに御異議ございません

か。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

続いて議案第１５号「秦野市立堀川小学校学校運営協議会委員

の任命について」の説明をお願いいたします。 

 教育指導課長 続きまして、先ほど第１４号をお認めいただきましたので、第

１５号としまして、同じく堀川小学校から学校運営協議会委員の

推薦がございましたので、提案するものでございます。 

なお、４月の協議事項の際に様々な御意見をいただきました

が、人数も含め広く地域の方に御協力いただく形で１０名の委員

の推薦という形でお願いしてございます。 

別紙のところに１０名の委員の方がございます。４月の協議事

項の際には学校関係者が大分入っておったのですが、委員の皆様

からいろいろ御意見をいただきまして、学校長ともよく調整しま

して、地域の方に協力を願っているという状態でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

望月委員長 この「よろず会」というのはどういう組織ですか。 

 教育指導課長 よろず会というのは、実は堀川小学校は様々な地域支援、保護

者による支援活動を展開しているのですが、その中で、有志で学

校の教育活動を支援する任意の集団と伺っております。 

望月委員長 それは、在籍児童の親ですか、それとも在籍児童に限らず、地

域で趣旨に賛同できる人は希望してこれに加入できるシステムな

のですか。今は高齢化社会ですので、もしおわかりであれば。 
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 教育指導課長 これそのものは、在校生の保護者を中心に行っておりますが、

当然横への展開、縦への展開も考えておられるようですので、そ

の中で過去の先輩、ＯＢ等、保護者のＯＢ等が入っているという

認識でおります。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

第１回目が６月１６日に開かれるようですが、ぜひ課長か担当

の高橋先生が、２０～３０分、コミュニティ・スクールとは何な

のかということをしっかりと委員さんに伝えておいた方が、よろ

しいのではないかと思います。 

 教育指導課長 ６月１７日土曜日に教育長にも参加いただきまして委嘱状を、

ということは先ほどお話をいただいたのですが、この日、堀川小

学校は授業参観の日になっているということですので、その様子

も見ながら、担当の高橋と私と参加させていただいて、意義付

け、価値付けということで、今、教育委員長からもお話しいただ

いたことについては、しっかりお話をさせていただきたいと思っ

ています。よろしくお願いします。 

望月委員長 これは、第１回目ですね。ですから、教育長に行っていただい

て委嘱式とかをやるわけですね。 

特に承認事項の件については、委員さんに趣旨をしっかりと説

明して、委員さんが承認するということは、委員さんにも責任が

あるのだということをしっかりと伝えておくと、学校と地域で一

緒になって学校づくり、地域づくりをしていきましょうという意

識が芽生えてきます。 

他にどうでしょうか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、議案第１５号「秦野市立堀川小学校学校運営協議会

委員の任命について」、原案のとおり可決することに御異義ござ

いませんか。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１６号「平成３０年度に秦野市立小学校及び中

学校で使用する教科用図書の採択方針について」の説明をお願い

いたします。 

 教育指導課長 続きまして、議案第１６号「平成３０年度秦野市立小学校及び

中学校で使用する教科用図書の採択方針」につきまして提案させ

ていただきます。 

秦野市教育委員会は、県教育委員会が定めました平成３０年度

義務教育小学校使用教科用図書採択方針にのっとりまして、平成
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３０年度に使用する教科用図書の採択方針を定めてございます。 

１番目が、採択者の責任において、公明・適正を期し、採択を

する。２番目に、文部科学省の「教科編集趣意書」、神奈川県教

育委員会の「調査研究の結果」等を踏まえ、学習指導要領に基づ

いて調査研究し、採択する。３番目が、学校、児童・生徒、地域

等の特性を考慮して採択する。４番目で、小学校及び中学校の特

別支援学級で使用する教科用図書については、学習指導要領に定

められた各教科の目標や児童・生徒の障害の程度や発達の状態等

に応じ、適切なものを採択する。こういった形で定めてございま

す。 

３枚目以降につきましては、県の採択方針等を参考資料という

形でつけさせていただきましたので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

望月委員長 何か御意見、御質問ございますか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、議案第１６号「平成３０年度に秦野市立小学校及び

中学校で使用する教科用図書の採択方針について」、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１７号「秦野市社会教育委員の委嘱について」

の説明をお願いいたします。 

 生涯学習 

  文化振興課長 

社会教育に関して、教育委員会に助言することを任務といたし

ます社会教育委員の任期が平成２９年５月３１日をもって満了と

なるため、後任の委員を委嘱するため議案を提出するものです。 

委員の定数につきましては、秦野市社会教育委員条例によりま

して１５名以内と定めておりますが、以前から１３名に委嘱をし

ております。今回の委員候補者は議案に添付してあります候補者

名簿のとおりでございますが、学校教育及び社会教育関係者が７

名、家庭教育向上に資する活動者が２名、そして学識経験者４名

となっております。そのうち学校教育関係者の山口堀川小学校校

長と関野西中学校校長、それから社会教育関係者の渡邊地域婦人

団体連絡協議会会長と中園ＰＴＡ連絡協議会副会長の４名が新任

で、それ以外の方は再任とするものでございます。 

任期は平成２９年６月１日から平成３１年５月３１日までの２

年間となります。 

宜しく御審議のほど、お願いいたします。 

望月委員長 御意見、御質問ございますか。 
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小学校の校長先生、中学校の校長先生、これは毎年変わります

ね。それから、婦人会の会長は、今年から中山さんから渡邊さん

になりましたね。これはしばらくぶりですね。Ｐ連の副会長は、

毎年変わるのですか。 

飯田委員 単年で変わる方もいるし、変わらない方もいると思います。 

望月委員長 これについて、御質問ありますか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、議案第１７号「秦野市社会教育委員の委嘱につい

て」、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１８号「秦野市公共施設使用料の適正化に係る

関係条例の整備に関する条例制定に係る意見について」の説明を

お願いします。 

 教育総務課長 それでは、議案第１８号につきまして、御説明させていただき

ます。議案を御覧ください。 

秦野市公共施設使用料の適正化に係る関係条例の整備に関する

条例の制定に係る意見につきまして、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条で、教育に関する事務について定める条

例については、市議会への議案を提出する場合には、教育委員会

の意見を聴取するということの規定がございますので、それに基

づきまして意見及び承認を求めるものでございます。 

まず、提案理由のところでございますけれども、教育委員会に

関します公民館の使用料の改定、それから、図書館の視聴覚室を

有料で市民活動の用に供するための条例を制定するに当たりまし

て、平成２９年第２回定例会以降に上程する予定があるというこ

とで、今回の議案作成に当たりまして意見を求められているとい

うことでございます。 

こちらにつきましては、昨年の会議でも一度意見を求めたとこ

ろもございますけれども、今回改めて、議案を上程するに当たり

まして、使用料の適正化ということにつきまして関係条例の整備

ということになります。教育委員会以外の部分も含めまして一括

した条例を制定していくということでございますけれども、その

条例の内容につきましては、本日、担当課でございます公共施設

マネジメント課長が出席しておりますので、そちらから説明させ

ていただきたいと思います。 

 公共施設 

 マネジメント課長 

まず、本件に関しましては、平成２８年１１月の定例教育委員

会会議に議案として提出させていただきまして、御意見を頂戴し
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たところでございます。その後、諸般の事情により議案の取り消

しをさせていただきましたので、改めての提案となりましたこと

につきましてはお詫びを申し上げます。失礼いたしました。 

それでは、議案第１８号に関しまして、秦野市公共施設使用料

の適正化に係る関係条例の整備に関する条例の内容について御説

明いたします。 

今回の使用料の適正化に関しましては、平成２６年１１月に定

めました秦野市公共施設使用料の適正化に関する方針に基づき、

全庁的に作業を進めてきたところでございます。その結果、今回

提案させていただきました最終案では、市長部局が所管する施設

を含めまして１４の条例に規定する３３の公共施設について 

３４４の使用料の区分を一括して見直しを行うものでございま

す。見直した点といたしましては、稼働率５０％の状態で減価償

却費などを含めましたフルコストの３分の１を利用者の皆様に御

負担いただくことを基本としております。以前にも御説明させて

いただいたところでございますが、市民の皆様が時間単位で使う

部屋の場合には、まず、公民館の各部屋の使用料を設定させてい

ただきましたうえで、他の施設は、この公民館とのバランスをと

るという作業をして、最終の案を決定しております。 

なお、方針の中では、引き上げの限度を２．５倍までとさせて

いただいたところですけれども、和室などの通常の会議室より大

きめの部屋を除きましては、利用者の皆様に御負担いただくコス

トの見直しなどを進めまして、２倍までに留めさせていただいた

ところでございます。これらの作業の結果、３４４の使用料の区

分の中で、引き上げとなるものが２２０、据え置きとなるものが

１０１、引き下げとなるものが１３、新たに開放することによっ

て使用料を設定するものが４、使用料が設定されていたものを廃

止するのが６となってございます。新たに設定するもの、廃止す

るものを除きまして、平均の改定率は約５５％の引き上げとなっ

ております。 

また、これらの改定案を取りまとめたものが今回の条例でござ

いますけれども、条例の題名を御覧いただきたいと思います。複

数の条例を一括して改正するような場合、一般的には「○○条例

等の一部を改正する条例」という題名をつけるのが通例ではござ

いますけれども、今回の場合は、秦野市といたしまして、全ての

公共施設の使用料を統一的な方針をもって適正化を図っていくと

いう意思を明確に表すために、実態としては、それぞれの条例の

一部改正条例でございますけれども、題名といたしましては「関
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係条例の整備に関する条例」とさせていただき、その条例の制定

という形態をとらせていただいているところでございます。 

次に、教育委員会所管施設に関する説明をさせていただきま

す。条例案を御覧ください。 

まず、１１月に提案させていただいたものから変更している点

の大きなものとして、条例案の６ページを御覧ください。下から

２番目、第４条のところに「秦野市立宮永岳彦記念美術館条例の

一部改正」とありまして、内容は「略」とさせていただいてござ

います。御承知のとおり、平成２９年４月の組織改正によりまし

て、宮永岳彦記念美術館は市長部局に移管されております。従い

まして、教育委員会の所管事項ではなくなっておりますので、第

４条に関しましては、今回は意見照会の対象とはなっておりませ

ん。従いまして、主に意見を照会させていただきますのは、１ペ

ージの第１条に規定する公民館と、４ページの第２条に規定する

図書館となります。 

まず、第１条、秦野市立公民館条例の一部改正について御説明

いたします。条例案の１ページを御覧ください。また、使用料の

額については、資料といたしまして新旧対照表をつけております

ので、こちらを御覧ください。 

現行では公民館の各部屋の使用料が１時間当たり２００円から

６００円となっておりますけれども、改正案の中では１時間当た

り１００円から１，２００円と幅を持たせております。なお、使

用料を支払う単位については、現行の１時間単位から３０分単位

に改めさせていただいておりますので、資料については半分の額

の３０分単位での比較とさせていただいております。 

また、変更する点といたしまして、大会議室を共用して卓球を

行うような場合、従来は大人、子どもの区分はなく卓球台１台、

１時間につき２００円としておりました。これにつきましては、

大人１名１回当たり２時間につき２００円と改めております。大

人の方が２人で２時間卓球を行うような場合に、実質据え置きと

なりまして、新たに子どもと７０歳以上の方の利用は無料にする

ということを盛り込んでおります。 

なお、この子ども、子どもといいましても義務教育修了前まで

の子どもという意味ですが、子どもと７０歳以上の方の共用利用

の無料化に関しましては、本市における子育て支援策の一環とし

て、または、高齢の方の体力維持・向上策の一環といたしまし

て、今回の使用料適正化に合わせて、プール、体育館、トレーニ

ングルームでも無料化を進めさせていただくところでございま
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す。７０歳以上の方について、前回は含まれておりませんでした

けれども、今回から追加になっているものでございます。 

更には、公民館の各部屋の名称でございますけれども、従来

は、建設当時それぞれの考え方で部屋の名前が振ってあったもの

が、料金の見直しに合わせまして、公民館というものは各地区に

配置されて、地区住民の皆様が自主的な活動を行うことが主な利

用形態でございます。従いまして、「会議室」という名称は、住

民の皆様が集う場としてのイメージが強い「集会室」という名称

に統一させていただきました。また、集会や卓球、ダンスなどの

多様な利用が行われております大会議室またはホールと呼ばれる

部屋につきましては「多目的ホール」という名称で統一させてい

ただきました。 

文化会館や表丹沢野外活動センターなどでは、既に一部の施設

では、備品や設備の使用に関しては有料となっております。この

点に関しても見直し作業を進める中で、公平性を図る必要がある

との御意見も多くいただいてまいりました。しかしながら、現状

では、更新や修理が進まずに備品や設備が老朽化して有料化に理

解を得られるものは少ないことから、今後、更新や大規模修理の

機会を捉えてこれを有料としていくために、備品や設備の利用料

を規則で定めることと規定させていただいております。また、こ

のことは、公民館に限らず、秦野市の全施設に共通する事項とな

ります。 

次に、４ページを御覧ください。市民の自主的な活動の利用が

見込まれる図書館の視聴覚室については、新たに市民への開放の

部屋として追加いたしまして、市民の皆様が自主的な活動を行う

ことを可能にいたします。そのための手続に関する規定が４ペー

ジから６ページの中段にあります第１２条まで定めてございま

す。 

また、この開放した場合における使用料は、第１２条の下のと

ころにございます別表にありますが、３０分につき４００円と設

定させていただいております。 

最後に、この新たな使用料の適用の時期になりますけれども、

８ページを御覧ください。この議案が可決されましたら、附則の

中で、平成２９年１０月１日を条例の施行日といたしております

けれども、９月３０日までに仮申請、すなわち現状の手続では、

実態としては予約申込または抽選申込が行われているものは、 

１０月１日以降の利用であっても旧の料金での利用となります。

従いまして、公民館の場合で言えば、全ての利用者の方が新料金
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に切り替わっているという状態は、平成３０年１月１日以降とい

うことになります。 

条例案の説明は以上でございます。よろしく御審議くださいま

すようお願い申し上げます。 

望月委員長 ありがとうございました。 

何か御意見、御質問はございますか。 

飯田委員 先ほど説明の中で、全体で５５％の引き上げとおっしゃったと

思うのですけれども、それは、秦野市の公共施設全体でよろしい

のですか。それとも、公民館、図書館だけですか。 

 公共施設 

 マネジメント課長 

今回の見直しの対象となりました３３の施設全体で５５％の平

均の改定率ということになります。 

飯田委員 ちなみに、公民館、図書館だけの値上率は分からないですか。 

 公共施設 

 マネジメント課長 

申し訳ございません、正式に計算をしてはこなかったのです

が、図書館は新たに、今までなかったものが有料になりますの

で、この改定は除きますけれども、公民館で見ますと、やはり２

倍になる部屋が非常に多いです。ですから、この平均の改定率よ

りも上になるものと考えております。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

１年間で増収は、平成３０年度からですか、今の１年間でどの

ぐらいの増が予想されているのでしょうか。 

 公共施設 

 マネジメント課長 

現在の利用件数がこの引き上げの影響を受けないと仮定いたし

ますと、新たに子どもを無料化する、７０歳以上の方の共用利用

も無料化する、あるいは新たに使用料を設定させていただく施設

もある。こういった影響も全部含めまして今のところ７，０００

万円から８，０００万円の間ぐらいの増収と推測しております。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、「秦野市公共施設使用料の適正化に係る関係条例の

整備に関する条例制定に係る意見について」は、原案のとおり承

認することに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１８号は原案のとおり承認されました。 

次に、協議事項に入ります。 

協議事項（１）「平成２９年度教育委員会教育行政点検・評価

について」の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長 それでは、協議事項（１）ということで、教育委員会教育行政

点検・評価について説明させていただきたいと思います。右上に

「協議事項（１）」と書かれました資料を御用意いただければと
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思います。 

本日は、今年度、平成２９年度の点検・評価をするに当たりま

して、その実施の方法について御協議いただくものでございま

す。先月の教育委員会会議では、基本的に例年と同様の形で進め

てはいきたい。ただし、昨年度の教育施策の点検・評価会議の意

見を踏まえまして点検・評価シートの見直しをしたい。そして、

もう１点としては、対象とする事業にしても、基本方針に基づく

主要施策などから抽出した事業としたいというお話をさせていた

だきまして、その見直しを行いましたので、それについて御説明

したいと思っております。 

まず、協議事項（１）の２、点検・評価の対象の（２）対象事

業等について、でございます。見直し後の内容といたしまして

は、平成２８年度は、わくわく教育プランの計画期間の初年度と

なることから、昨年度の教育施策点検・評価会議での意見を踏ま

えまして、対象事業としては、今までと同じように、まずは教育

委員会の活動状況というものがございますけれども、それ以外と

して、もう一つは、教育プランから抽出した施策、３つ目として

は、教育プラン策定後に開始した施策のうち重要なものとしてい

きたい、そのように考えているところでございます。 

それから、イになりますけれども、点検・評価の方法として

は、御意見がございましたが、５年間の経年評価を基本としてい

きたいと考えております。 

１枚ページをめくっていただきまして、具体的には、まず、２

ページ目のところに教育施策点検・評価会議委員の方からの意見

が何点かこのように出ております。そういったものの意見を踏ま

えまして、３ページ目にございます２０事業を想定させていただ

ければと思います。 

それに関しまして、ページを２枚めくっていただきますと、別

紙２というものを御用意させていただいております。教育プラン

の体系図になりますが、その体系図の大きく左から３つ目のとこ

ろに施策内容というところがございます。その網かけの部分でご

ざいますけれども、そこの部分を抽出させていただいているとい

う形になります。 

さらに、点検・評価のシートにつきましては、もう一度２ペー

ジ前にお戻りいただきたいのですけれども、この中で３つほど意

見が出ておりました。まず、プラン体系図の中で、その評価対象

の施策がどこに位置づけられているかわからないといったもの、

あるいは各年度の目標を記載すべきではないかといったもの、あ
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るいは、これが取組に対する評価なのか成果に対する評価なのか

わかりにくいといったものがございまして、それらを見直しの視

点とさせていただいておりまして、具体的には、別紙１を開いて

いただければと思いますが、Ａ３両面になっておりますが、左側

が新様式、右側が従来の様式という形で比較できるようにしてご

ざいます。 

まず、様式のナンバーがありまして、右のところにプランの位

置付けがどうかとわかるように教育プランの位置付けを書く場所

を設けてございます。それから、真ん中あたりになりますけれど

も、各年度の目標を記載する欄を設けております。それから、こ

れの裏面を見ていただいて、左側の上、新様式のところですけれ

ども、取組に対する評価と成果に対する評価を記載する欄を旧様

式と比べてわかりやすく配置させていただいているという形のも

のに見直しさせていただいております。 

以上、昨年度の評価会議の委員の方々の意見を踏まえまして、

御説明しましたような抽出事業と新たな様式で今年の点検・評価

を行ってまいりたいと思いますので、御協議のほど、よろしくお

願いいたします。 

望月委員長 これにつきまして御意見、御質問ございますか。 

私も、もう少しすっきりしたほうが記入もしやすいのではない

かと思っていました。これを細かくやって、今後どうやってどう

生かされるかということを考えなければいけないのですけれど

も、やって、それだけの成果が上がっているのかどうか非常に疑

問を持っているのですね。ですからもう少しすっきり、そう思っ

ているのですけれども、自分自身が代わりの案をお示しすること

ができない訳ですが、今年度はこれでいくということですね。そ

れでよろしいですね。 

 教育総務課長 今年度はこのような形でお願いいたします。 

望月委員長 では、もし何か後で気がついたところがあれば、教育総務課長

宛に電話等をするということでいいですか。 

 教育総務課長 はい、私宛てで結構でございますので、御連絡をいただければ

と思っております。 

望月委員長 では、よろしくお願いします。 

それでは、次に「その他」に入りますが（１）「みなみがおか

幼稚園のこども園化に係る運営法人の再募集について」の説明を

お願いします。 

 教育総務課長 それでは、その他の１つ目につきまして御説明させていただき

たいと思います。右上に「その他１」と書かれました資料を御用
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意いただけますでしょうか。 

先月のこの会議で、本年２月２０日から運営法人の応募を始

め、４月１７日の締め切りまでに応募した法人が１件もなかった

ので、今後、なぜ応募がなかったのか早急に検討を行い、再度募

集をかけたいと思っておりますという形で、途中経過を御報告さ

せていただきました。 

現地説明会に参加した法人はございましたので、そちらの法人

や市内で保育所などを運営している法人などから、応募しなかっ

た理由などを聴取させていただきながら、募集要件の再検討をさ

せていただきました。いただいた意見の中では、例えばこども園

の規模でありますとか運営資金の面、あるいは理事会の承認を得

るために時間が必要であったとかといったものの回答をいただい

たりもしておりました。 

また、国や県から情報収集を新たに行いまして、そういったも

ろもろのことを再度検討させていただいた中で、募集要件の見直

しを行い、再募集をかけるという形になりました。 

資料を御覧いただきたいと思うのですけれども、まず、募集の

期間といたしましては、開園の時期は平成３１年４月を目標とし

ておりますので、それを変更しないという形で進めたいと思って

おりますので、本日から７月１８日までの間、再募集をしていく

と考えております。見直しをしました要件といたしましては、１

つ目は、定員についてでございますけれども、弾力的な運用がで

きるように、定員の下限は１８０人ということで、その内訳を任

意とさせていただいているものでございます。 

ただ、１号認定、幼稚園部門の４～５歳児の定員、現在のみな

みがおか幼稚園では、園児数が７９名ほどおりますので、それは

下回らないと。今いる方が必ず入れるようにするような定員とい

うことでは明示させていただいております。 

それから、２つ目は、土地についてですけれども、事業用の定

期借地権という形で、お貸しするという形になっておりました。

それは、固定資産税あるいは都市計画税相当額で１０年間有償貸

し付けということでしたけれども、継続的あるいは安定的な運営

をその法人に行ってもらえるようにという意味で、１０年を１５

年に延ばさせていただいております。 

３つ目ですけれども、建物の有償譲渡というのは前と変更がな

いわけですが、譲渡する時期につきまして、事務手続上、スムー

ズに進められるよう、開園のときの平成３１年４月としました。 

４つ目が応募の資格ですけれども、当初は神奈川県内という形
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で要件を入れさせていただきましたが、その地域要件をなくさせ

ていただいています。 

５つ目としましては、やはり運営の資金というお話がございま

したので、今もございますが、秦野市民間保育所等運営費補助金

というものに公私連携幼保連携型認定こども園も対象にさせてい

ただいて、経営的支援を行っていくというような、５つほどにな

りますけれども、要件の整備をしまして、本日から再募集をかけ

させていただいているという形になります。 

また、締切になりましたら、応募の状況等につきましては御報

告させていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

望月委員長 応募がなかなかないのですね。 

何か御質問、御意見ございますか。 

この経営支援の面で、秦野市民間保育所等運営費補助金交付と

ありますね。これは具体的には、金額は幾らかというのは言うこ

とができるのですか。 

 教育総務課長 こちらにつきましては、通常の中での保育以外に、先生方の加

配的なものとか、それぞれ個別の要件によってプラスしていくも

のでございますけれども、同規模の同程度の形でいくと、これは

保育こども園課から市長部局で決定する形になりますが、規模に

よりますが問い合わせた中では、おおむね３００万円から１，０

００万円の間になるのではないかという話でございました。 

以上でございます。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、次に移ります。（２）「西中学校多機能型体育館の

整備について」の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長 それでは、引き続きまして、右上に「その他（２）」と書かれ

ました資料を御用意ください。 

西中学校の体育館等の整備につきましては、多機能型体育館と

して整備をするという形で考えておりまして、その中で策定を進

めておりました整備構想がございますが、その構想に基づきまし

て、今年度はこの基本設計に着手するという予定でおります。そ

の整備構想につきまして、本日はその案を御説明させていただき

たいと思っております。 

まず、１ページ目の一番上を御覧いただければと思いますが、

事業の概要となります。こちらは、将来の小・中学校の施設を一

体化した義務教育学校を目指しまして、学校体育館の建て替えを
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基本に、西公民館が有する生涯学習あるいは地域防災機能を兼ね

備えました世代間交流などができますような地域コミュニティの

拠点として、多機能型体育館の整備を行うという形になります。 

次に、整備の方針あるいは配置計画ですけれども、３ページ目

の整備後の全体配置像を見ていただきたいと思います。まず、多

機能型体育館の整備に当たりましては、北側、上のほうになりま

すけれども、国道２４６号に面しまして、地域住民の方が利用し

やすく、また、この整備、工事を行ううえでも、学校運営に影響

が少ない、現在はテニスコートあるいは旧校舎を解体しました北

側の敷地の東側に多機能型体育室を設けていきたいと思っており

ます。そして、その西側にその施設を利用する方の駐車場という

形になっております。 

それから、その図面の下側になりますけれども、南側の敷地に

なりますが、そこには現在、既存の体育館あるいは武道場、西公

民館がございますけれども、そこにつきましては、北側に多機能

型の体育館が整備された後に、解体しまして、将来の小中一体化

による校舎の建て替え用地の確保等を考慮いたしまして、新たな

建築は行わずに、テニスコートや、駐車場、あるいはその東側に

オープンスペース的なものを置いていきたいと思います。プール

につきましては、今年度改修をして、生徒が使うプールにしてい

くと考えております。 

その周辺道路につきましては、西側の市道８５８号につきまし

ては、バリアフリーの観点から、例えば有効３メートルの歩道と

か、あるいは安全面の配慮から５．５メートルの車道を確保する

ような形で整備構想を立てております。 

続きまして、諸室の構成あるいは規模についてでございますけ

れども、隣の２ページ目の下に諸室構成という欄がございますの

で、そこを見ていただければと思います。 

まずは、上のほう３つ、アリーナ、武道場あるいは部室・更衣

室等がございますけれども、これにつきましては、既存のものを

含めて、新たなものを設置していく形になりますが、その規模に

つきましては、将来の小中学校の施設一体化を見据えた中での規

模の建替えという形です。小学校と同時に使用すること、あるい

は広域的なスポーツ競技大会にも活用できるような、ある程度の

大きさを持ったアリーナを整備していきたいと考えております。 

２つ目が、地域コミュニティ機能としての部屋になりますけれ

ども、地域コミュニティ拠点機能を確保することを基本に、それ

ぞれ多機能化を図りながら、効率的な部屋、今までいろいろな部
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屋がございますけれども、そういったものを多目的ホールとか集

会室あるいはコミュニティスペースといった形の中で配置してい

きたいと考えております。 

それから、地域防災機能という形の中で、今、備蓄倉庫等がご

ざいますけれども、こちらにつきましても、現在の西中学校の規

模、防災機能として維持するものとして、避難所としても使って

おりますので、そういった物品等が搬入できる広さは確保してい

きたいと考えております。 

１枚めくっていただきまして、４ページ目になりますけれど

も、上段にイメージ図がございます。国道２４６号から、北側か

ら見たイメージという形になりますけれども、左手には、黄色い

ものが多機能型の体育館、それから、右手の手前側が消防の西分

署になります。その奥側に地域コミュニティ機能として利用され

る方の駐車場、さらにその後ろに校舎があるという形のイメージ

図になっております。 

それから、最後にスケジュールでございますけれども、今年度

は、この構想に基づきまして基本設計を行い、来年度以降、実施

設計、本体工事を進めまして、平成３２年度中には供用開始でき

るように整備を進めていきたいと考えております。そのような形

での構想が今回でき上がりましたので、御報告をさせていただい

たということでございます。 

以上でございます。 

望月委員長 何か質問ありますか。 

このプールは全く新しく作るのですか、それとも今のものを修

理するということですか。 

 教育総務課長 基本的には、今ある場所で若干道路にかかる部分があって、動

きますけれども、今の本体の上に、新たなものというよりは、改

修工事できれいにつくり直すという形になります。 

望月委員長 これは、今までいろいろと地域住民の人に折を見て理解を求め

てきているわけですが、これから地域住民、保護者への周知な

ど、理解を求めるというようなことを何か考えているのですか。 

 教育総務課長 今回の整備構想案の作成に当たりましては、事前に皆様に、こ

ういった形のものを少しずつ地域にお見せしながら、御意見をい

ただいて、取りまとめてきたという状況でございます。 

今後は、議会等にもこういったものを報告する中で進めていき

たいと思っております。 

望月委員長 他にどうでしょうか。 

―特になし― 
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望月委員長 それでは、その他の案件はございますか。 

 教育指導課長 お手元に３つ折のリーフレットを配付させていただいておりま

す。お手元にございますでしょうか。このリーフレットは、昨年

度、教育研究所で幼小中一貫教育の広報研究部会を立ち上げしま

して、平成２３年度から実施してまいりました幼小中一貫教育に

つきまして、啓発活動に使うために作成したもので、このたび完

成いたしました。昨年度から教育指導課では、意義付け、価値付

け、更には現有の教育活動との有機的な関連というものについ

て、昨年５月の教育委員会会議の中でもお話をしてまいりまし

た。 

一例ですけれども、このリーフレットの内側の部分になります

が、こちらの部分は小学校研究部会の総則部会が作成したものを

活用させていただいております。 

また、裏側になりますが、成果の部分になりますけれども、一

番大きなものは、なめらかな接続と。異年齢交流につきましては

全市的にアンケートさせていただいたのですが、その結果からも

見えてきているものを載せさせていただいております。既にこの

リーフレットをもとに６校のＰＴＡ総会に指導主事が分担して参

加して、説明させていただいております。望月委員長にも御参加

いただいています幼小中一貫教育推進検討委員会の中でも、アン

ケート結果の分析から、保護者や地域の方への理解が進んでいな

いとの課題が指摘されましたので、正直、現在、指導主事は大変

忙しい時期なのですが、可能な限りＰＴＡ総会に出向いて、直接

保護者の方にＰＲさせていただいております。 

また、今後も子どもを育む懇談会、それから、６月２２日の市

Ｐ連の総会、５月に市Ｐ連の研修会がございますが、そういった

場所にも指導主事、私も含めて出向きまして、各校の取組につい

て、先生方の取組についてＰＲしてまいりたいと考えています。 

既に幼稚園の保護者の方から、通学の際に小学生とのトラブル

があってちょっと悩んでいたというようなことがあったのです

が、このリーフレットを見ると、こういった異年齢交流を進めて

いるのだなということで安心したというようなお電話をいただい

たりしております。 

また、５年間の総括として、報告書が完成間近でございます。

６月の教育委員会会議の中でお示しできると考えております。ほ

かの市町の課長さんとお話をしますと、先ほどコミュニティ・ス

クールについて御質問をいただきましたが、秦野市は、例えばハ

ード面ですと、エアコンの整備ですとか、快適トイレ、それから
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ＩＣＴの整備ですとタブレットの導入、それから介助員の人数で

すとか、市長部局も含めて、教育委員会の関係各課の皆様、それ

から内田教育長を始め部長さん方の御支援があって、色々な形で

整備が進んでおりまして、秦野の取組が大変注目されており、羨

ましいなと各市町の課長さんからお話をいただきます。 

引き続き、ソフト面も含めて、秦野の強みを情報発信してまい

りたいと考えております。 

以上でございます。 

望月委員長 何か御質問、御意見ございますか。 

―特になし― 

望月委員長 ここまで持ってくるのは非常に大変だったと思います。検討委

員会に出席すると、Ｐ連の関係者、ＰＴＡの関係者は、一貫教育

とはどういうものかというのがよく分からないという意見が今ま

でもありましたが、このような冊子を見ることによって、こうい

うことを秦野市では試行しているのか、というイメージがつかめ

て、一貫教育への理解の一助となると思います。教育委員会の皆

さん、関係者の皆さんに感謝申し上げたいと思います。 

今、課長がおっしゃったように、発表しっ放しではなくて、こ

れからどう有効的に活用するかということを常に考えていただけ

ればと思います。 

他にどうでしょうか。 

 図書館長 図書館から１件、ご報告させていただきたいと思います。 

特に資料はご用意させていただいていないのですが、図書館蔵

書の学校記念誌等の切り取りについてでございます。 

公立図書館で所蔵する学校記念誌や学校誌などが切り取られる

被害が全国で相次いでいるということで、これを受けまして、本

市立図書館での被害の有無について調査を実施いたしました。 

５月１１日から１４日までの間に、図書館所蔵の学校記念誌、

学校誌、教育誌約９０冊について、１冊ごとに点検を行いまし

た。調査の結果、被害はありませんでした。 

被害がなかったということについては、５月１７日に県立図書

館へ報告をしました。 

なお、来月、６月からカルチャーパーク課の委託によりまし

て、カルチャーパーク内の巡回警備を実施する予定でございま

す。その中で図書館内の見回りについても毎日１名で実施してい

きたいと考えております。図書館資料の破損行為等の発生防止に

取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 
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望月委員長 被害がなくて良かったですね。あちこち被害の報道がありまし

たからね。 

今の件について質問ありますか。 

―特になし― 

望月委員長 それでは、秘密会の前に、次回の日程調整をお願いします。 

 ―次回の日程調整― 

それで、ただいまから秘密会といたしますので、関係者以外の

退席を求めます。 

―関係者以外退席・休憩― 

 


